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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体腔内の所定の部位を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
　前記撮像部により撮像された撮像画像と参照画像を比較する比較部と、
　前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶するよう制御する記憶制御部
と、
を備え、
　前記記憶制御部は、前記比較結果に基づいて、前記参照画像との差分が局所的に大きい
前記撮像画像を記憶するよう制御する、撮像制御装置。
【請求項２】
　前記撮像制御装置は、カプセル型医療装置である、請求項１に記載の撮像制御装置。
【請求項３】
　前記記憶制御部は、前記比較部により前記撮像画像の比較範囲が拡大または縮小されて
比較された場合の比較結果に基づき、前記比較範囲が大きいほど差分が小さくなる前記撮
像画像を記憶するよう制御する、請求項１に記載の撮像制御装置。
【請求項４】
　前記記憶制御部は、前記撮像画像に写る所定部位付近に付着されたマーカーが、前記参
照画像に写るマーカーと一致する場合、前記撮像画像を記憶するよう制御する、請求項１
に記載の撮像制御装置。
【請求項５】
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　前記参照画像は、前記所定の部位の過去画像、または前記所定の部位の変化を予測して
生成された予測画像である、請求項１に記載の撮像制御装置。
【請求項６】
　前記予測画像は、前記所定の部位が回復した場合の予測に基づいて、前記所定の部位の
撮像画像を加工して生成された回復予測画像、または前記所定の部位が悪化した場合の予
測に基づいて、前記所定の部位の撮像画像を加工して生成された悪化予測画像である、請
求項５に記載の撮像制御装置。
【請求項７】
　前記撮像制御装置は、
　前記比較部による比較の結果、前記撮像画像と前記参照画像の差分が所定閾値以上であ
る場合、外部に警告通知を行う通知部をさらに備える、請求項１に記載の撮像制御装置。
【請求項８】
　体腔内の所定の部位を撮像する撮像部を制御する撮像制御部と；
　前記撮像部により撮像された撮像画像を送信する送信部と；
　を有する撮像制御装置と、
　前記撮像制御装置から前記撮像画像を受信する受信部と；
　前記受信部により受信した撮像画像と参照画像を比較する比較部と；
　前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶部に記憶するよう制御する記
憶制御部と；
　を有する記憶制御装置と、
を備え、
　前記記憶制御部は、前記比較結果に基づいて、前記参照画像との差分が局所的に大きい
前記撮像画像を記憶するよう制御する、記憶システム。
【請求項９】
　前記記憶制御装置は、
　前記比較部による比較結果を表示するよう制御する表示制御部をさらに有する、
請求項８に記載の記憶システム。
【請求項１０】
　前記比較部は、前記撮像画像と前記参照画像の差分を前記比較結果として出力し、
　前記表示制御部は、前記差分を画像化した差分画像を表示するよう制御する、請求項９
に記載の記憶システム。
【請求項１１】
　前記記憶制御装置は、
　前記比較部による比較の結果、前記撮像画像と前記参照画像の差分が所定閾値以上であ
る場合、警告通知を行う通知部をさらに有する、請求項８に記載の記憶システム。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　体腔内の所定の部位を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
　前記撮像部により撮像された撮像画像と参照画像を比較する比較部と、
　前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶するよう制御する記憶制御部
と、
として機能させるためのプログラムが記憶され、
　前記記憶制御部は、前記比較結果に基づいて、前記参照画像との差分が局所的に大きい
前記撮像画像を記憶するよう制御する、記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、撮像制御装置、記憶システムおよび記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　昨今、被検体の体内に投入されるカプセル型医療装置が知られている。このような医療
装置は、体内の各部を無作為的に撮影するものや、体内からサンプル等を採取するもの、
および薬剤を放出するもの等が知られている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１、２では、体腔内組織に固定するための係止部（クリップ、ア
ーム等）が設けられ、体腔内に留まって経過観察を行うカプセル型内視鏡が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１４６３４号公報
【特許文献２】特開２００５－２０４８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したいずれのカプセル型内視鏡も、病変部位付近に留置して経過を
観察するに過ぎず、体腔内の所定部位の変化について着目した技術は開示されていなかっ
た。
【０００６】
　そこで、本開示では、体腔内の患部の変化を観測することが可能な撮像制御装置、記憶
システムおよび記憶媒体を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、体腔内の所定の部位を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
前記撮像部により撮像された撮像画像と参照画像を比較する比較部と、前記比較部による
比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶するよう制御する記憶制御部と、を備える撮像制
御装置を提案する。
【０００８】
　本開示によれば、体腔内の所定の部位を撮像する撮像部を制御する撮像制御部と、前記
撮像部により撮像された撮像画像を送信する送信部と、を有する撮像制御装置と、前記撮
像制御装置から前記撮像画像を受信する受信部と、前記受信部により受信した撮像画像と
参照画像を比較する比較部と、前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶
部に記憶するよう制御する記憶制御部と、を有する記憶制御装置と、を備える記憶システ
ムを提案する。
【０００９】
　本開示によれば、コンピュータを、体腔内の所定の部位を撮像するよう撮像部を制御す
る撮像制御部と、前記撮像部により撮像された撮像画像と参照画像を比較する比較部と、
前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶するよう制御する記憶制御部と
、として機能させるためのプログラムが記憶された記憶媒体を提案する。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、体腔内の患部の変化を観測することが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の一実施形態による観測システムの概要について説明するための図である
。
【図２】第１の実施形態によるカプセル型医療装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態による制御装置の構成を示すブロック図である。
【図４】第１の実施形態による観測システムの動作処理を示すフローチャートである。
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【図５】観測結果表示画面の一例を示す図である。
【図６】図５に示す画面において観測部位が選択された場合に表示される画面の一例を示
す図である。
【図７】差分画像の表示例を示す図である。
【図８】第２の実施形態によるカプセル型医療装置の構成を示すブロック図である。
【図９】第２の実施形態による動作処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　また、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．本開示の一実施形態による観測システムの概要
　２．第１の実施形態
　　２－１．構成
　　２－２．動作処理
　　２－３．表示例
　３．第２の実施形態
　　３－１．構成
　　３－２．動作処理
　４．まとめ
【００１４】
　　＜＜１．本開示の一実施形態による観測システムの概要＞＞
　まず、本開示による一実施形態による観測システム（記憶システム）の概要について図
１を参照して説明する。図１に示すように、本実施形態による観測システムは、被検体４
に飲み込まれる等して体内に導入されるカプセル型医療装置１（以下、カプセル１とも称
す）および制御装置３を有する。なお、図１に示すカプセル１は、通信機能を有し、外部
の制御装置３とデータの送受信を行うことが可能である。
【００１５】
　例えば、図１に示すように、体外表面に貼付されるアンテナ５およびアンテナ５と接続
する体外ユニット６が、被検体４に装着されている場合、体腔内に導入されたカプセル１
から送信されたデータは、アンテナ５に受信され、体外ユニット６に送られる。図１に示
す例では、アンテナ５が胃付近の体外表面に貼付されているが、アンテナ５の貼付個所は
胃付近に限定されず、複数のアンテナ５が、食道や腸など各部位に対応する体外表面に各
々貼付されていてもよい。または、カプセル１が体腔内のいずれに位置していても通信可
能なアンテナ５が、被検体４の体外表面に貼付（または被検体４が着用するシールドシャ
ツに装着）されていてもよい。
【００１６】
　そして、アンテナ５から体外ユニット６に送られたデータは、体外ユニット６から制御
装置３に送信される。体外ユニット６と制御装置３は、図１に示すようにＵＳＢケーブル
等の通信ケーブル７により着脱自在に有線接続されてもよいし、無線接続されてもよい。
体外ユニット６には、前面に操作ボタンやモニタが設けられる。また、体外ユニット６は
、例えばスマートフォンや、ＰＤＡ等のユーザ端末であってもよい。
【００１７】
　また、カプセル１は、体外ユニット６およびアンテナ５を介して、制御装置３から送信
されたデータを受信することができる。
【００１８】
　ここで、上述したように、近年、体内の各部を撮影するカプセル型内視鏡が提案されて
いる。しかしながら、体腔内の所定部位の変化について着目した技術は開示されていなか
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った。
【００１９】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示の実施形態による観測システムを創作するに
至った。本開示の実施形態による観測システムは、体腔内の患部の変化を観測することが
可能である。
【００２０】
　本実施形態によれば、体腔内の所定の部位の現在の画像と、過去／未来（予測）の画像
との差分画像を取得することができるので、初期の異常部位や病変の発見、病状の進行具
合、または治癒具合などを、より一層正確に把握することができる。このように、所定部
位の変化が抽出されることで、病状の変化を素早く観測することが可能となり、医療技術
が革新的に進歩する。
【００２１】
　以下、このような本開示による観測システムについて複数の実施形態を挙げて詳細に説
明する。なお、図１に示す例では、本実施形態による制御装置３の一例としてＰＣ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）を示したが、本開示による制御装置はこれに限定され
ない。例えば、本開示による制御装置３は、サーバ、スマートフォン、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、ノートＰＣ、携帯電話、携帯用音
楽再生装置、携帯用映像処理装置または携帯用ゲーム機器等であってもよい。また、本開
示による撮像制御装置の一例としてカプセル型医療装置を用いる。
【００２２】
　　＜＜２．第１の実施形態＞＞
　　＜２－１．構成＞
　第１の実施形態による観測システムは、図１に示すように、被検体４の体腔内に導入さ
れるカプセル１および制御装置３を有する。以下、第１の実施形態に含まれるカプセル１
および制御装置３の各構成について具体的に説明する。
【００２３】
　　（２－１－１．カプセルの構成）
　図２は、第１の実施形態によるカプセル１の構成を示すブロック図である。図２に示す
ように、本実施形態によるカプセル１は、制御部１１、通信部１３、および撮像部１５を
有する。
【００２４】
　（制御部）
　制御部１１は、カプセル１の各構成を制御する。より具体的には、制御部１１は、体腔
内を移動しながら体腔内を撮像し続けるよう撮像部１５を制御する撮像制御部として機能
する。ここで、制御部１１は、撮像部１５により撮像した撮像画像を記憶せず、撮像した
撮像画像をリアルタイムに順次通信部１３から制御装置３に送信するスルー撮像制御を行
う。以下、このようなスルー撮像制御により撮像された画像をスルー画像と称す。
【００２５】
　（通信部）
　通信部１３は、制御装置３とデータ通信を行うためのインターフェースである。より具
体的には、本実施形態による通信部１３は、撮像部１５から出力されるスルー画像を継続
的に制御装置３に送信する。
【００２６】
　（撮像部）
　撮像部１５は、白色ＬＥＤ等の照明部、撮像レンズを含む撮像光学系、および撮像素子
（ＣＭＯＳイメージャ、ＣＣＤ等）により実現され、体腔内を白色ＬＥＤ等で照射し、撮
像を行う。
【００２７】
　以上、本実施形態によるカプセル１の構成について具体的に説明した。続いて、第１の
実施形態による制御装置３の構成について図３を参照して説明する。
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【００２８】
　　（２－１－２．サーバの構成）
　図３に示すように、本実施形態による制御装置３は、制御部３１、通信部３２、表示部
３３、操作入力部３４、画像ＤＢ（データベース）３５、および差分情報ＤＢ３７を有す
る。
【００２９】
　（制御部）
　制御部３１は、制御装置３の各構成を制御する機能を有する。より具体的には、本実施
形態による制御部３１は、比較部３１１、記憶制御部３１３、差分画像生成部３１４、お
よび表示制御部３１５として機能してもよい。
【００３０】
　・比較部
　比較部３１１は、カプセル１から随時送信される体腔内のスルー画像（撮像画像）と、
画像ＤＢ３５から抽出した参照画像とを比較し、例えば両画像の差分（または一致度）を
比較結果として抽出することができる。
【００３１】
　また、本明細書において、参照画像とは、所定部位の過去画像、または未来（予測）画
像である。未来（予測）画像とは、過去画像に写る所定部位が悪化した場合の予測に基づ
いて生成された悪化予測画像、または過去画像に写る所定部位が回復（治癒）した場合の
予測に基づいて生成された回復予測画像であってもよい。
【００３２】
　また、比較部３１１は、ユーザによる指示に応じて画像データＤＢ３５から抽出する参
照画像を決定してもよいし、予め設定された参照画像を抽出してもよい。
【００３３】
　さらに、比較部３１１は、スルー画像と参照画像の比較結果を記憶制御部３１３に出力
する。
【００３４】
　・記憶制御部
　記憶制御部３１３は、比較部３１１による比較結果に基づいて、参照画像に写る部位と
同じ部位を撮像したスルー画像を、現在画像として画像データＤＢ３５に記憶するよう制
御する。また、記憶制御部３１３は、当該スルー画像を画像データＤＢ３５に記憶すると
ともに、比較結果に含まれる差分情報を差分情報ＤＢ３７に記憶するよう制御してもよい
。
【００３５】
　例えば、記憶制御部３１３は、参照画像と略一致するスルー画像を画像データＤＢ３５
に記憶させてもよい。
【００３６】
　また、参照画像に写る部位と同じ部位を撮像していても、患部が変化していた場合、ス
ルー画像の患部部分は参照画像（例えば過去画像）と一致しないことが予想される。よっ
て、記憶制御部３１３は、局所的に差分が大きい（局所的に一致度が低い）スルー画像を
画像データＤＢ３５に記憶するよう制御してもよい。
【００３７】
　また、記憶制御部３１３は、比較部３１１によりスルー画像の比較範囲が拡大／縮小さ
れて比較された場合の比較結果に基づき、比較範囲が大きくなるほど差分が小さくなる（
一致度が高くなる）スルー画像を画像データＤＢ３５に記憶するよう制御してもよい。
【００３８】
　また、記憶制御部３１３は、スルー画像に写る所定部位付近に付着されたマーカーが、
参照画像に写るマーカーと一致する場合、当該スルー画像を記憶するよう制御してもよい
。
【００３９】
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　このように、記憶制御部３１３は、リアルタイムでカプセル１から送信されるスルー画
像のうち、参照画像と同じ部位を撮像するスルー画像を、現在画像として画像データＤＢ
３５に記憶させることができる。
【００４０】
　・差分画像生成部
　差分画像生成部３１４は、前記記憶制御部３１３により画像データＤＢ３５に記憶され
た撮像画像と参照画像の差分を画像化した差分画像を生成する。より具体的には、例えば
差分画像生成部３１４は、差分情報ＤＢ３７に記憶された差分情報、画像データＤＢ３５
に記憶された参照画像および撮像画像に基づいて、差分画像を生成する。差分画像の生成
方法については特に限定しないが、差分画像の一例について図７を参照して後述する。ま
た、生成された差分画像は、次に説明する表示制御部３１５により表示部３３に表示され
てもよいし、差分情報ＤＢ３７に記憶されてもよい。
【００４１】
　・表示制御部
　表示制御部３１５は、表示部３３に表示する内容（表示画面）を制御する。より具体的
には、例えば表示制御部３１５は、差分画像生成部３１４により生成された差分画像や、
参照画像、現在画像等を表示部３３に表示するよう制御してもよい。
【００４２】
　（画像データＤＢ）
　画像データＤＢ３５は、参照画像（過去画像、悪化予測画像、回復予測画像等）や、記
憶制御部３１３による制御に応じてスルー画像（現在画像）を記憶する記憶部である。
【００４３】
　（差分情報ＤＢ）
　差分情報ＤＢ３７は、比較部３１１による比較結果に含まれる、参照画像とスルー画像
の差分を示す差分情報を記憶する記憶部である。また、差分情報ＤＢ３７は、差分画像生
成部３１４により生成された差分画像を記憶してもよい。
【００４４】
　（通信部）
　通信部３２は、外部装置と接続し、データの送受信を行うためのインターフェースであ
る。より具体的には、本実施形態による通信部３２は、カプセル１からスルー画像を受信
する。
【００４５】
　（表示部）
　表示部３３は、表示制御部３１５の制御に従って、操作画面や、観測結果画面等の画面
表示を行う機能を有する。なお、表示部３３は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉ
ｏｄｅ）またはＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などにより実現されてもよ
い。
【００４６】
　（操作入力部）
　操作入力部３４は、ユーザによる操作を検出し、検出した操作入力に基づいて生成した
入力信号を制御部３１に出力する機能を有する。操作入力部３４は、マウス、キーボード
、およびタッチパネル等により実現されてもよい。
【００４７】
　以上、第１の実施形態による観測システムに含まれるカプセル１および制御装置３の各
構成について詳細に説明した。以下、本実施形態による観測システムの動作処理について
説明する。
【００４８】
　　＜２－２．動作処理＞
　図４は、第１の実施形態による観測システムの動作処理を示すフローチャートである。
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図４に示すように、まず、カプセル１は、被検体４の体腔内を移動しながらスルー撮像を
行い（ステップＳ１１２）、スルー画像を制御装置３に順次リアルタイムで送信する（ス
テップＳ１１５）。
【００４９】
　次いで、制御装置３の比較部３１１は、カプセル１から送信されたスルー画像と、画像
データＤＢ３５から抽出した参照画像（例えば過去画像）とを比較する（ステップＳ１１
５）。
【００５０】
　次に、記憶制御部３１３は、比較部３１１による比較結果に基づいて、スルー画像を画
像データＤＢ３５に現在画像として記憶するよう制御する（ステップＳ１２１）。上述し
たように、記憶制御部３１３は、参照画像に写る部位と同じ部位を撮像するスルー画像を
記憶するよう制御する。
【００５１】
　次いで、差分画像生成部３１４は、参照画像とスルー画像の差分を画像化した差分画像
を生成し、表示制御部３１５が差分画像を表示部３３に表示するよう制御する（ステップ
Ｓ１２４）。
【００５２】
　　＜２－３．表示例＞
　以上、第１の実施形態による観測システムの動作処理について詳細に説明した。なお、
本開示による観測システムでは、制御装置３の表示部３３に現在画像や差分画像を表示し
、観測結果を確認できるようにしてもよい。以下、図５～図７を参照して表示部３３に表
示する観測結果表示画面について説明する。
【００５３】
　（操作指示表示）
　図５は、本実施形態による観測結果表示画面（以下、結果画面と称す）の一例を示す図
である。図５に示すように、結果画面４０は、各体内部位を示す部位画面４１および操作
指示表示４２を含む。
【００５４】
　部位画面４１は、図５に示すように、各部位のイラストと名称が対応付けられた画像で
あってもよい。また、部位画面４１上には、観測された各所定部位に相当する位置に、患
部アイコン４３ａ、４３ｂ、４３ｃが表示される。
【００５５】
　操作指示表示４２には、例えば「左図に示す患部のうち、観測したい部位を選択してく
ださい。」等の操作指示が表示される。
【００５６】
　（メニュー表示）
　次に、操作指示に従ってユーザが部位画面４１上に表示されるいずれかの患部アイコン
を選択した場合について図６を参照して説明する。図６は、図５に示す結果画面４０にお
いて観測部位を選択した後に表示される画面例を示す図である。
【００５７】
　例えば患部アイコン４３ｃが選択された場合、患部アイコン４３ｃに相当する部位の観
測結果に関するメニューボタンが表示される。具体的には、図６に示すように、過去画像
表示ボタン４４、現在画像表示ボタン４６、差分画像表示ボタン４９、および連続差分画
像表示ボタン５１が表示される。
【００５８】
　過去画像表示ボタン４４が選択されると、表示制御部３１５は、患部アイコン４３ｃに
相当する所定部位の過去画像を画像データＤＢ３５から抽出し、表示する。なお、ここで
は参照画像の一例として過去画像を用いる場合を例に説明しているが、本実施形態は図６
に示す例に限定されない。例えば、参照画像が回復予測画像、または悪化予測画像である
場合、表示制御部３１５は、各予測画像の表示ボタンをメニューボタンとして表示しても
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よい。
【００５９】
　また、現在画像表示ボタン４６が選択されると、表示制御部３１５は、患部アイコン４
３ｃに相当する所定部位の現在画像を画像データＤＢ３５から抽出し、表示する。
【００６０】
　（差分画像表示）
　続いて、ユーザが差分画像表示ボタン４９を選択した場合について説明する。表示制御
部３１５は、差分画像表示ボタン４９が選択されると、患部アイコン４３ｃに相当する所
定部位の過去画像、現在画像、比較結果（差分情報）に基づいて差分画像生成部３１４に
より生成された差分画像を表示する。ここで、差分画像の一例を図７に示す。
【００６１】
　図７に示す差分画像５３では、患部の変化（過去画像と現在画像の差分）が明確になる
よう、現在画像のうち過去画像と異なる部分（差分部分）が実線で表示され、一致部分は
破線で表示されている。なお、差分画像の表現方法はこれに限定されず、例えば差分部分
を一致部分と異なる色で表示する方法であってもよいし、差分部分と一致部分の輝度、透
明度、濃度を異ならせてもよい。また、一致部分は無色とし（非表示）、差分部分のみ色
をつけて表示してもよい。
【００６２】
　また、連続差分画像表示ボタン５１が選択された場合、表示制御部３１５は、継続的に
観測された所定部位の差分画像を連続的に表示する。差分画像の連続的な表示は、例えば
時系列に応じて複数の差分画像を並べて表示してもよいし、時系列に応じて複数の差分画
像を順次表示（動画表示）してもよい。
【００６３】
　　＜＜３．第２の実施形態＞＞
　以上、本開示の第１の実施形態による観測システムについて説明した。続いて、本開示
の第２の実施形態による観測システムについて説明する。
【００６４】
　上述した第１の実施形態による観測システムは、図１および図４を参照して説明したよ
うに、カプセル１および制御装置３を含み、制御装置３側で比較および記憶制御を行って
いる。しかし、本開示による観測システムは第１の実施形態による構成に限定されず、例
えば、カプセル型医療装置が比較および記憶制御を行う構成であってもよい。以下、この
ようにカプセル型医療装置が比較および記憶制御を行う第２の実施形態について図８～図
９を参照して詳細に説明する。
【００６５】
　　＜３－１．カプセルの構成＞
　図８は、第２の実施形態によるカプセル型医療装置２の構成を示すブロック図である。
図８に示すように、本実施形態によるカプセル型医療装置２（以下、カプセル２と称す）
は、制御部２１、記憶部２３、および撮像部１５を有する。なお、撮像部１５については
、上記第１の実施形態において説明したので、ここでの説明は省略する。
【００６６】
　（制御部）
　制御部２１は、カプセル２の各構成を制御する。より具体的には、制御部２１は、撮像
部１５により体腔内を撮像するよう制御する撮像制御部２１０、比較部２１３、および記
憶制御部２１５として機能する。
【００６７】
　・撮像制御部
　撮像制御部２１０は、被検体４の体腔内を移動しながら継続的に体腔内をスルー撮像す
るよう制御する。
【００６８】
　・比較部
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　比較部２１３は、撮像部１５により撮像されたスルー画像（撮像画像）と、記憶部２３
に予め記憶されている参照画像とを比較し、上述した第１の実施形態による比較部３１１
と同様に、例えば両画像の差分を比較結果として抽出してもよい。
【００６９】
　また、比較部２１３は、記憶部２３に複数の参照画像が記憶されている場合、各参照画
像を順次スルー画像と比較してもよい。
【００７０】
　さらに、比較部２１３は、スルー画像と参照画像の比較結果を記憶制御部３１３に出力
する。
【００７１】
　・記憶制御部
　記憶制御部２１５は、比較部２１３による比較結果に基づいて、参照画像に写る部位と
同じ部位を撮像したスルー画像を、現在画像として記憶部２３に記憶するよう制御する。
また、記憶制御部２１５は、当該スルー画像と関連付けて、比較結果に含まれる差分情報
を記憶部２３に記憶するよう制御してもよい。
【００７２】
　記憶制御部２１５による具体的な記憶制御については、上述した第１の実施形態による
記憶制御部３１３と同様であるので、ここでの説明は省略する。
【００７３】
　（記憶部）
　記憶部２３は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等により実現され、脱着可能なメモリカードであっても
よい。本実施形態による記憶部２３は、上述した参照画像（過去画像、悪化予測画像、回
復予測画像等）や、記憶制御部２１５による制御に応じてスルー画像（現在画像）を記憶
する記憶部である。
【００７４】
　また、記憶部２３は、比較部２１３による比較結果に含まれる、参照画像とスルー画像
の差分を示す差分情報を記憶してもよい。
【００７５】
　以上、第２の実施形態によるカプセル２の構成について説明した。続いて、本実施形態
の動作処理について図９を参照して説明する。
【００７６】
　　＜３－２．動作処理＞
　図９は、第２の実施形態による動作処理を示すフローチャートである。図９に示すよう
に、まず、体腔内に導入されたカプセル２の撮像制御部２１０は、撮像部１５により体腔
内をスルー撮像するよう制御する（ステップＳ１３６）。
【００７７】
　次に、比較部２１３は、撮像部１５により撮像されたスルー画像（撮像画像）と、記憶
部２３から抽出した参照画像（例えば過去画像）とを比較する（ステップＳ１３９）。
【００７８】
　次いで、記憶制御部２１５は、比較部２１３による比較結果に基づいて、スルー画像を
記憶部２３に現在画像として記憶するよう制御する（ステップＳ１４２）。上述したよう
に、記憶制御部２１５は、参照画像に写る部位と同じ部位を撮像するスルー画像を記憶す
るよう制御する。
【００７９】
　以上、本実施形態による観測システムの動作処理について詳細に説明した。なお、上述
したカプセル２は、体腔内を移動し、被検体４から自然排出された後、被検体４や医療ス
タッフ等のユーザに回収され、記憶部２３に記憶した現在画像および差分情報等が取り出
される。カプセル２から取り出された現在画像および差分情報等は、上述した差分画像を
生成する際に用いられたり、上記「２－３．表示例」で説明した観測結果表示画面を表示
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する際に用いられたりする。
【００８０】
　　＜＜４．まとめ＞＞
　以上説明したように、本開示の実施形態による観測システムでは、参照画像と同じ部位
（患部）を撮像したスルー画像を記憶するよう制御することで、患部の変化を観測するこ
とができる。
【００８１】
　特に、参照画像とスルー画像の比較結果（差分）に基づいて記憶することで、リアルタ
イムに体腔内を写すスルー画像のうち、参照画像の撮像範囲と一致する撮像範囲のスルー
画像を現在画像（撮像画像）として記憶（撮影）することができる。この場合、参照画像
と現在画像の差分は患部の変化部分であるので、例えば差分を画像化した差分画像を表示
することで、被検体４や医療スタッフ等のユーザは、患部の変化を観測することができる
。
【００８２】
　また、時系列に応じて複数の差分画像を表示することで、ユーザは、手術後の患部の経
過等をモニタリングすることができる。
【００８３】
　また、参照画像として、患部の回復を予測した回復予測画像や、患部の悪化を予測した
悪化予測画像と、現在画像との差分画像を表示することで、患部が回復に向かっているか
、悪化に向かっているか等を確認することができる。これにより、ユーザは、患部の初期
の治癒度や病気の進行具合に応じた治療を継続することができる。
【００８４】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
技術はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれ
ば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正
例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属
するものと了解される。
【００８５】
　例えば、上述した各実施形態によるカプセル１、２は、参照画像とスルー画像の比較結
果に基づいて、参照画像と撮像範囲が一致するよう（位置を合わせるよう）撮像部１５に
よる撮像範囲を制御してもよい。
【００８６】
　また、上記第１の実施形態において、カプセル１は、制御装置３から参照画像を受信、
または予め参照画像を有し、参照画像とスルー画像を比較してもよい。この場合、カプセ
ル１の制御部３１は、参照画像に写る部位と同じ部位を撮像したスルー画像を制御装置３
に送信してもよいし、当該スルー画像と参照画像の差分を示す差分情報を制御装置３に送
信してもよい。これにより、スルー画像をリアルタイムで継続的に制御装置３に送信する
第１の実施形態に比べて、送信データ量を軽減することができる。
【００８７】
　また、上記各実施形態において記憶制御部により現在画像として記憶される画像は、同
じ部位の次の現在画像が取得される際には過去画像として扱われる。
【００８８】
　また、本実施形態による観測システムは、現在画像が悪化予測画像および回復予測画像
とそれぞれ比較された結果、現在画像が回復予測画像より悪化予測画像に近かった場合、
観測結果表示画面において、順調に回復していない旨を警告してもよい。
【００８９】
　また、第１の実施形態による画像データＤＢ３５や差分情報ＤＢ３７は、制御装置３に
設けられているが、本開示はこれに限定されず、例えば制御装置３と接続するネットワー
ク上に、画像データＤＢや差分情報ＤＢがあってもよい。
【００９０】
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　さらに、上記第１の実施形態において、制御装置３（記憶制御装置）の制御部３１は、
比較部３１１による比較の結果、所定部位を撮像した現在画像と参照画像の差分が所定閾
値以上である場合、異常な変化を発見したとして、被検体や医療スタッフ等のユーザに警
告通知を行う通知部として機能してもよい。通知部は、例えば表示部３３に警告表示を行
うことでユーザに異常な変化（病変部位）を通知することができる。
【００９１】
　また、上記第２の実施形態において、カプセル２（撮像制御装置）の制御部２１は、比
較部２１３による比較の結果、所定部位を撮像した現在画像と参照画像の差分が所定閾値
以上である場合、異常な変化を発見したとして、被検体や医療スタッフ等のユーザ（外部
）に警告通知を行う通知部として機能してもよい。通知部は、例えばカプセル２が有する
通信部（不図示）を介して、外部装置に警告通知を行うことで、ユーザに異常な変化（病
変部位）を通知することができる。
【００９２】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　体腔内の所定の部位を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
　前記撮像部により撮像された撮像画像と参照画像を比較する比較部と、
　前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶するよう制御する記憶制御部
と、
を備える、撮像制御装置。
（２）
　前記撮像制御装置は、カプセル型医療装置である、前記（１）に記載の撮像制御装置。
（３）
　前記記憶制御部は、前記比較結果に基づいて、前記参照画像との差分が局所的に大きい
前記撮像画像を記憶するよう制御する、前記（１）または（２）に記載の撮像制御装置。
（４）
　前記記憶制御部は、前記比較部により前記撮像画像の比較範囲が拡大または縮小されて
比較された場合の比較結果に基づき、前記比較範囲が大きいほど差分が小さくなる前記撮
像画像を記憶するよう制御する、前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の撮像制御装
置。
（５）
　前記記憶制御部は、前記撮像画像に写る所定部位付近に付着されたマーカーが、前記参
照画像に写るマーカーと一致する場合、前記撮像画像を記憶するよう制御する、前記（１
）～（４）のいずれか１項に記載の撮像制御装置。
（６）
　前記参照画像は、前記所定の部位の過去画像、または前記所定の部位の変化を予測して
生成された予測画像である、前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の撮像制御装置。
（７）
　前記予測画像は、前記所定の部位が回復した場合の予測に基づいて、前記所定の部位の
撮像画像を加工して生成された回復予測画像、または前記所定の部位が悪化した場合の予
測に基づいて、前記所定の部位の撮像画像を加工して生成された悪化予測画像である、前
記（６）に記載の撮像制御装置。
（８）
　前記撮像制御装置は、
　前記比較部による比較の結果、前記撮像画像と前記参照画像の差分が所定閾値以上であ
る場合、外部に警告通知を行う通知部をさらに備える、前記（１）～（７）に記載の撮像
制御装置。
（９）
　体腔内の所定の部位を撮像する撮像部を制御する撮像制御部と；
　前記撮像部により撮像された撮像画像を送信する送信部と；
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　を有する撮像制御装置と、
　前記撮像制御装置から前記撮像画像を受信する受信部と；
　前記受信部により受信した撮像画像と参照画像を比較する比較部と；
　前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶部に記憶するよう制御する記
憶制御部と；
　を有する記憶制御装置と、
を備える、記憶システム。
（１０）
　前記記憶制御装置は、
　前記比較部による比較結果を表示するよう制御する表示制御部をさらに有する、
前記（９）に記載の記憶システム。
（１１）
　前記比較部は、前記撮像画像と前記参照画像の差分を前記比較結果として出力し、
　前記表示制御部は、前記差分を画像化した差分画像を表示するよう制御する、前記（１
０）に記載の記憶システム。
（１２）
　前記記憶制御装置は、
　前記比較部による比較の結果、前記撮像画像と前記参照画像の差分が所定閾値以上であ
る場合、警告通知を行う通知部をさらに有する、前記（９）～（１１）のいずれか１項に
記載の記憶システム。
（１３）
　コンピュータを、
　体腔内の所定の部位を撮像するよう撮像部を制御する撮像制御部と、
　前記撮像部により撮像された撮像画像と参照画像を比較する比較部と、
　前記比較部による比較結果に応じて、前記撮像画像を記憶するよう制御する記憶制御部
と、
として機能させるための、プログラムが記憶された記憶媒体。
【符号の説明】
【００９３】
　１、２　　カプセル型医療装置
　３　　制御装置
　４　　被検体
　５　　アンテナ
　６　　体外ユニット
　７　　通信ケーブル
　１１　　制御部
　１３　　通信部
　１５　　撮像部
　２１　　制御部
　２１０　　撮像制御部
　２１３　　比較部
　２１５　　記憶制御部
　２３　　記憶部
　３１　　制御部
　３１１　　比較部
　３１３　　記憶制御部
　３１４　　差分画像生成部
　３１５　　表示制御部
　３２　　通信部
　３３　　表示部
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　３４　　操作入力部
　３５　　画像データＤＢ
　３７　　差分情報ＤＢ
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